
 

児童手当の認定及び支給に関する事務の処理に関する規則及び上尾市母子

保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和８年２月２０日    

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第２２号  

児童手当の認定及び支給に関する事務の処理に関する規則及び上尾市

母子保健法施行細則の一部を改正する規則  

 （児童手当の認定及び支給に関する事務の処理に関する規則の一部改正）  

第１条  児童手当の認定及び支給に関する事務の処理に関する規則（平成２

４年上尾市規則第２８号）の一部を次のように改正する。  

  第１号様式、第３号様式、第７号様式及び第９号様式中「うち第３子以

降」を「第３子以降」に改める。  

  第１７号様式中「印」を削る。  

 （上尾市母子保健法施行細則の一部改正）  

第２条  上尾市母子保健法施行細則（平成２５年上尾市規則第２２号）の一

部を次のように改正する。  

  第４号様式、第６号様式、第１１号様式及び第１２号様式中「印」を削

る。  

  第１４号様式中「印」を削り、「裁決しましたので」を「決定しまし

たので」に改める。  

  第１６号様式を次のように改める。  
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附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和８年２月２４日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の際、現に交付されている第１条の規定による改正前の

児童手当の認定及び支給に関する事務の処理に関する規則第１号様式、第

３号様式、第７号様式、第９号様式及び第１７号様式による書類は、それ

ぞれ、第１条の規定による改正後の児童手当の認定及び支給に関する事務

の処理に関する規則第１号様式、第３号様式、第７号様式、第９号様式及

び第１７号様式によるものとみなす。  

３  第２条の規定の施行の際、現に交付されている同条の規定による改正前

の上尾市母子保健法施行細則（次項において「旧細則」という。）第４号

様式、第６号様式、第１１号様式、第１２号様式及び第１４号様式による

書類は、それぞれ、同条の規定による改正後の上尾市母子保健法施行細則

（次項において「新細則」という。）第４号様式、第６号様式、第１１号

様式、第１２号様式及び第１４号様式によるものとみなす。  

４  第２条の規定の施行の際、現に備え付けられている旧細則第１６号様式

による書類は、新細則第１６号様式によるものとみなす。  


